
Ｒ１．５．１５　箕面市障害者市民施策推進協議会

 資料 ３

令和元年度以降の座長等の輪番について（案）

　平成２３年５月の協議会において、「４団体」と「相談支援事業者４者」が座長および副座長を輪番で担うこととなり、

　下記のとおりとなった。

（４団体）

① ２０１１年７月～２０１３年６月
箕面市精神障害者家族会みのお会
　　　　　　　　　（副座長）

② ２０１３年７月～２０１５年６月 箕面市肢体不自由児者父母の会（座長）

③ ２０１５年７月～２０１７年６月 箕面手をつなぐ親の会（副座長）

④ ２０１７年７月～２０１９年６月 箕面市身体障害者福祉会（副座長）

（事務局案）

（３団体）

⑤ ２０１９年７月～２０２１年６月 箕面市肢体不自由児者父母の会

⑥ ２０２１年７月～２０２３年６月 箕面手をつなぐ親の会

⑦ ２０２３年７月～２０２５年６月 箕面市身体障害者福祉会

⑧ ２０２５年７月～２０２７年６月 （未定）

（相談支援事業者４者）

（特活）箕面市障害者の生活と労働推進協議会
　　　　　　　　　　　　　　　（座長）

（社福）息吹（副座長）

（社福）あかつき福祉会（座長）

（一財）箕面市障害者事業団（座長）

　上記「４団体」は１団体の解散により現在「３団体」となっているため、これまでの輪番に従い、以下の順とする。

（相談支援事業者４者）

（特活）箕面市障害者の生活と労働推進協議会

（社福）息吹

（社福）あかつき福祉会

（一財）箕面市障害者事業団


